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事業主に求められる対応

１



事業主は、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職業に適応するこ

とを容易にするための措置の実施その他の雇用管理の改善を図るとともに、解雇等で離職する場

合の再就職援助に努めなければならない。 （同第７条）

厚生労働大臣は、前条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定

め、これを公表するものとする。 （同第８条）

事業主に求められる対応

2

事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合またはその雇用する外国人が離職した場合には、

厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省

令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

（労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条）第28条

１． 雇入れ・離職時の届出 【外国人雇用状況の届出】

２．適切な雇用管理 【外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針】



外国人雇用状況の届出

３



○ 届出に基づき、雇用管理の改善に向けた事業主への助言や指導、離職した外国人への

再就職を支援

○ 毎年10月末時点の「外国人雇用状況の届出状況」を集計して公表

届出情報の活用

４

日本の国籍を有しない者で、特別永住者及び在留資格「外交」「公用」以外の者

届出の対象

①氏名 ②在留資格 ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域

⑦資格外活動許可の有無 ⑧在留カード番号 ⑨雇入れ又は離職年月日

⑩雇入れ又は離職に係る事業所の名称、所在地など

届出事項

外国人雇用状況の届出

外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れや離職の際に、その氏名、在
留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。



届出事項の確認・記載方法について

５

外国人雇用状況の届出に際しては、外国人労働者の在留カードまたは旅券（パスポート）などの提示を求め、
届け出る事項を確認してください。

なお、「留学」や「家族滞在」などの在留資格の外国人が資格外活動許可を受けて就労する場合は、在留カー
ド、旅券（パスポート）または資格外活動許可書などにより、資格外活動許可を受けていることを確認してくだ
さい。在留カード等のコピーをハローワークに提出する必要はありません。

日常生活で使用している通称名ではなく、必ず本名を記入してください。在留カードの①「氏名」欄には、原則とし

て、旅券（パスポート）の身分事項頁の氏名が記載されています。 
氏名 ① 

在留カードの②「在留資格」または旅券（パスポート）上の上陸許可証印※1に記載されたとおりの内容を記入して

ください。 

※「被監理者」「仮滞在許可者」の場合も同様に記入してください。 

在留資格が「特定技能」の場合には分野を、また「特定活動」の場合には活動類型を、通常、旅券に添付されている

指定書※2で、それぞれ確認し、記入してください。 

在留資格等 ② 

在留カードの③「在留期間」欄に記載された日付または旅券（パスポート）上の上陸許可証印※1に記載されたとお

りの内容を記入してください。 

※「被監理者」の場合は監理措置の期間、「仮滞在許可者」の場合は仮滞在期間を記載してください。 

在留期間等 ③ 

在留カードまたは旅券（パスポート）上の該当箇所を転記してください。 

生年月日  
性別  
国籍・地域 

④ 
⑤ 
⑥ 

資格外活動許可を受けて就労する外国人の場合は、在留カード裏面の⑦「資格外活動許可欄」や資格外活動許可書

※3または旅券（パスポート）上の資格外活動許可証印※4等で資格外活動許可の有無、許可の期限、許可されている

活動の内容をご確認ください。 

※「被監理者」「仮滞在許可者」の場合は報酬活動許可を受けているかご確認ください。 

資格外活動許可 
または 
報酬活動許可の有無 

⑦ 

在留カードの右上に記載されている12桁（英字２桁ｰ数字８桁ｰ英字２桁）の番号を記入してください。 在留カード番号 ⑧ 



確認のための書類（見本）

６

※2  指定書※1 上陸許可証印 ※4 資格外活動許可証印

７

※3  資格外活動許可書

⑧令和２年３月１日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出においては、在留カード番号の記載が必要です。

①

②

⑦

③

④ ⑤ ⑥

⑧

⑦

②

③



届出の方法について（雇用保険の被保険者となる外国人の場合①）

雇入れ時

７

雇用保険被保険者資格取得届（様式第2号）の「17」～「23」欄に「国

籍・地域」や「在留資格等」などを記入してハローワークに提出すること

によって、外国人雇用状況の雇入れの届出を行ったことになります。ただ

し、以下の場合は記入不要です。 

・外国人雇用状況届出の対象外の方（特別永住者、在留資格「外交」・

「公用」の方） 

届出方法 

雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク（公共職業安

定所）に届け出てください（インターネットより電子申請による届け出も

可能です）。

※雇用保険被保険者資格取得届を届け出るハローワークと同様です。 

届 出 先 

雇い入れた日の翌月10日まで。 届出期限 

「17」～「23」欄

雇用保険被保険者資格取得届（様式第2号）



届出の方法について（雇用保険の被保険者となる外国人の場合②）

離職時

８

「14」～「19」欄
雇用保険被保険者資格喪失届（様式第４号）裏面

雇用保険被保険者資格喪失届（様式第４号）表面

住所欄

雇用保険被保険者資格喪失届（様式第４号）表面の「住所（被保険者の住

所又は居所）」欄の他、裏面の「14」～「19」欄に 「国籍・地域」や

「在留資格等」などを記入してハローワークに提出することで、外国人雇

用状況の離職の届出を行ったことになります。

届出方法 

雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク（公共職業安

定所）に届け出てください（インターネットより電子申請による届け出も

可能です）。 

※雇用保険被保険者資格取得届を届け出るハローワークと同様です。 

届 出 先 

退職した日の翌々日から10日以内。 届出期限 



届出の方法について（雇用保険の被保険者とならない外国人の場合）

雇入れ・離職時

９

外国人雇用状況届出書（様式第3号）

外国人雇用状況届出書（様式第３号）に、上記①～⑩の届出事項を記

載して届け出てください。届出様式はハローワークの窓口で配布して

いるほか、厚生労働省ウェブサイトからダウンロードすることもでき

ます。 
https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
koyou/gaikokujin/todokede/index.html 

届出
方法 

当該外国人が勤務する事業所施設（支店、店舗、工場など）の住所を

管轄するハローワーク（公共職業安定所）に届け出てください。 
届 出 先 

雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日まで。 
届出
期限 

外国人雇用状況届出（様式第３号）による届出は
インターネットでも可能です。

ただし、過去に一度でも「外国人雇用状況の届出」を行ったことのある事

業主が、電子申請の利用を希望する場合は「外国人雇用状況届出電子届出切

替・変更申請書」を提出する必要があります。

お手数ですが、事業所を管轄するハローワークまでお問い合わせください。

雇用保険の被保険者とならない外国人の外国人雇用状況届出書（様式第３

号）による届出は、ハローワークインターネットサービスの「外国人雇用状

況システムを利用するといつでも簡単に届出できます。



適切な雇用管理

１
０



１１

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針①

この指針は、外国人労働者が日本で安心して働き、その能力を十分に発揮する環境
が確保されるよう、事業主が行うべき事項について定めています。

事業主は外国人労働者について、

労働関係法令および社会保険関係法令は国籍にかかわらず適用されることから、事業主はこれらを遵
守すること。
外国人労働者が適切な労働条件および安全衛生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労でき
るよう、この指針で定める事項について、適切な措置を講ずること。

指針の基本的な考え方

指針で定める事項

外国人労働者の募集および採用の適正化

適正な労働条件の確保

安全衛生の確保

労働・社会保険の適用等

適切な人事管理、教育訓練福利厚生等

解雇等の予防および再就職の援助

労働者派遣または請負を行う事業主にかかる

留意事項

外国人労働者の雇用状況届出

外国人労働者の雇用労務責任者の選任

外国人労働者の在留資格に応じて講ずべき必

要な措置



労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について書面等で明示することが必要です。その
際、母国語等により外国人が理解できる方法で明示するよう努めましょう。

賃金の支払い、労働時間管理、安全衛生の確保等については、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等
に則って適切に対応しましょう。人事管理に当たっては、職場で求められる資質、能力等の社員像の明確化、
評価・賃金決定、配置等の運用の透明性・公正性を確保し、環境の整備に努めましょう。

労働契約法に基づき解雇や雇止めが認められない場合があります。安易な解雇等を行わないようにするほか、
やむを得ず解雇等を行う場合には、再就職希望者に対して在留資格に応じた再就職が可能となるよう必要な援
助を行うよう努めましょう。

なお、業務上の負傷や疾病の療養期間中の解雇や、妊娠や出産等を理由とした解雇は禁止されています。

解雇の予防と再就職援助について

１２

国籍で差別しない公平な採用選考を行いましょう。
日本国籍でないこと、外国人であることのみを理由に、求人者が採用面接などへの応募を拒否することは、公

平な採用選考の観点から適切ではありません。

募集・採用時において

適正な人事管理について

労働基準法や健康保険法などの労働関係法令や社会保険関係法令は、国籍を問わず外国人にも適用されます。
また、労働条件面での国籍による差別も禁止されています。

法令の適用について

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針②



１３

「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するた
めの指針」の全文は厚生労働省ウェブサイトに掲載しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000601382.p
df

外国人労働者の雇用管理改善のポイントや取組み状況を確認するため

の「外国人労働者の雇用管理改善等に係る自主点検表（事業主用）」

も厚生労働省ウェブサイトに掲載していますので、ご活用ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001003486.docx

参 考

＼ 無料オンラインセミナーのご案内 ／

外国人従業員とのコミュニケーションのコツ

日本語があまり話せない外国人とであっても
上手にコミュニケーションが取れるようになる
ための、誰でも実践できる「コツ」を解説しま
す。

外国人と一緒に働く上司・同僚の方はもちろ
ん、外国人雇用を検討している事業者の皆さま
も、ぜひご参加ください。

2/19（木）
14：00-15：00

詳しくは…
一般財団法人日本国際協力センター

(JICE)
主 催

2025年度厚生労働省委託
外国人就労・定着支援事業



各種支援策について

１４



外国人労働者の人事・労務に関する３つの支援ツール

１５

外国人労働者の悩みや戸惑いの背景を知り、働きやすい職場を一緒に作っていくためには、母国語
を用いて説明することや、「なぜ職場のルールがそうなっているのか」という理由や背景も含めて納
得してもらうことが重要です。

以下の３つの支援ツールを是非ご活用ください。

１採用、２賃金、３労働時間及び休暇、４異動、退職及び解雇、５安全衛生及び災害補償、６ハラスメント、７
退職金、８在留資格、９正社員以外の働き方の全９カテゴリーの、雇用管理で実際に想定される場面ごとに、

(1)事業主・人事担当者の方が、外国人社員に説明する前に読んで理解しておくとよいポイント
(2)実際に外国人の方にそのまま話したり見せたりして理解していただくことを目指した「やさしい日本語」

による説明の例文や図表を紹介しています。

外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集

•
人事・労務の場面でよく使用する労働関係、社会保険関係の用語約420語について、やさしい日本語のほか９言

語（英語、韓国語、中国語（簡・繁）、タガログ語、ベトナム語、ネパール語、ポルトガル語、スペイン語、イン
ドネシア語、カンボジア語、タイ語、ミャンマー語、モンゴル語）により、定義・例文を検索できる用語集。

エクセルファイルのほか、厚生労働省ホームページにて、「カテゴリーから」又は「五十音順から」検索が可能。

雇用管理に役立つ多言語用語集

外国人社員向け就業規則の作成に当たっては、モデル就業規
則やさしい日本語版もご活用ください。

モデル就業規則やさしい日本語版

外国人労働者の人事・労務に
関する３つの支援ツール

厚生労働省ホームページをご覧ください



外国人雇用管理アドバイザー

外国人労働者の雇用管理の改善や職業生活上の問題など、外国人を雇用する事業主からの様々な相
談に対して、事業所の実態に応じた専門的な指導・援助を行います。

○ 外国人労働者を雇用するにあたり、どのような点を考慮したらよいか

○ 日本語の不慣れな外国人労働者への職場教育はどうしたらいいか

○ 労働契約、職務配置、福利厚生、退職・解雇時の注意点 等

［雇用管理面での相談］

○ 生活習慣・宗教観への理解とコミュニケーションをどう図れば

いいか 等

［職業生活面での相談］
外国人雇用

事業主
ハローワーク
（労働局）

雇用管理
アドバイザー

連絡調整
訪問等による
指導・援助

相談申込み

１６

最寄りのハローワークを通じて、外国人雇用管理アドバイザーへの相談申込みが可能（相談費用無料）。

訪問日程を調整の上、外国人雇用管理アドバイザーを事業主の元へ派遣し、相談に対応。

利用方法

相談事例



1.外国人労働者（特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」を除く）を雇用している事業主であること。

2.認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置を新たに導入し、外国人労

働者に対して実施すること。

・必須メニュー： ■事業所ごとに雇用労務責任者を選任 ■就業規則等の多言語化を実施

・選択メニュー： ①苦情・相談体制の整備 ②一時帰国のための休暇制度の整備 ③社内マニュアル・標識類等の多言語化

※ ①～③のいずれかを実施

3. 就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が15％以下であること

人材確保等支援助成金（外国人労働者就労環境整備助成コース）

１７

外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備（就業規則等の多言語化など）を通じて、
外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して助成します。

主な支給要件

1.支給要件をすべて満たした場合に、１制度導入につき20万円（上限80万円）を支給。

2.支給対象経費
① 通訳費 ② 翻訳機器導入費 ③ 翻訳料 ④ 弁護士、社会保険労務士等への委託料（外国人労働者の就労環境整備措
置に要する委託料に限る） ⑤ 社内標識類の設置・改修費（多言語の標識類に限る）

支給額・対象となる経費

上記のほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、助
成金の活用を検討される場合は、必ず最新のパンフレットをご確認ください。

※問い合わせ先：熊本労働局職業安定部職業対策課助成金センター
℡ 096-312-0086



外国人に関する参考情報

１８

労働基準関係

労働条件をめぐるトラブル防
止のためご活用ください。
（英語、中国語、韓国語、ポ
ルトガル語、スペイン語、タ
ガログ語、インドネシア語、
ベトナム語、カンボジア語
（クメール語）、モンゴル語、
ミャンマー語、ネパール語

外国人労働者向け
モデル労働条件通
知書・労働条件ハ
ンドブック

就業規則をめぐるトラブル防
止のためご活用ください。
（英語、中国語、ポルトガル
語、ベトナム語）

外国語版モデル就
業規則

外国人労働者への安全衛生教
育の教材などを掲載していま
す。

外国人労働者の安
全衛生対策につい
て

生活支援関係

外国人が日本で生活するため
に必要な情報を掲載していま
す。

外国人生活支援
ポータルサイト、
生活・就労ガイド
ブック

雇用管理関係

①「外国人社員と働く職場の
労務管理に使えるポイント・
例文集」、②「雇用管理に役
立つ多言語用語集」、③「モ
デル就業規則やさしい日本語
版」を掲載

外国人労働者の人
事・労務に関する
３つの支援ツール

留学生等の採用や活躍に向け
て、企業が取り組む際に押さ
えておくと良い12のポイント
をまとめています。

外国人留学生の採
用や入社後の活躍
に向けたハンド
ブック

高度外国人材が雇用管理改善
を望む事項についてのアン
ケートやヒアリング調査を行
い、好事例をまとめています。

高度外国人材に
とって魅力ある就
労環境を整備する
ために（好事例
集）

事業主向け支援制度

外国人特有の事情に配慮した
就労環境の整備を通じて、外
国人労働者の職場定着に取り
組む事業主に対して助成しま
す。

人材確保等支援助
成金（外国人労働
者就労環境整備助
成コース）

外国人労働者の雇用管理の改
善に取り組む事業主に対する
融資制度があります。（詳し
くは日本政策金融公庫まで）

働き方改革推進支
援資金（融資制
度）


